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政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。  

 

一
、
著
作
物
等
の
利
用
に
関
す
る
新
た
な
裁
定
制
度
は
、
著
作
権
等
管
理
事
業
者
に
よ
る
集
中
管
理
が
さ
れ
て
い
な
い
著
作
物

等
を
対
象
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
権
利
者
に
は
個
人
で
活
動
す
る
ク
リ
エ
イ
タ
ー
な
ど
が
多
く
含
ま
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

特
に
本
制
度
の
利
用
の
契
機
と
な
る
著
作
物
等
の
利
用
の
可
否
に
係
る
意
思
表
示
に
つ
い
て
、
幅
広
く
丁
寧
な
説
明
、
周
知

を
行
う
こ
と
。 

 

二
、
新
た
な
裁
定
制
度
の
具
体
化
に
当
た
っ
て
は
、
現
行
の
裁
定
制
度
の
現
状
を
踏
ま
え
、
手
続
の
簡
素
化
に
留
意
し
、
制
度

の
利
用
に
繋
が
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
権
利
者
の
意
思
表
示
の
確
認
に
係
る
要
件
に
つ
い
て
明
確
さ
を
旨
と
し
て
定

め
る
と
と
も
に
、
意
思
表
示
を
し
て
い
な
い
権
利
者
の
権
利
保
護
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
裁
定
手
続
を
進
め
る
過
程
に
お
い
て

も
、
意
思
表
示
を
待
つ
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
不
断
に
権
利
者
の
探
索
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
進
め
る
方
策
に
努
め
る
こ
と
。 

 

三
、
登
録
確
認
機
関
が
行
う
未
管
理
公
表
著
作
物
等
の
使
用
料
相
当
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
の
負
担
軽
減
の
観
点

か
ら
、
利
用
者
が
使
用
料
相
当
額
を
算
定
し
や
す
い
簡
便
な
仕
組
み
と
す
る
と
と
も
に
、
著
作
物
等
の
利
用
形
態
に
応
じ
た

一
般
的
な
使
用
料
等
の
相
場
を
踏
ま
え
た
適
切
な
額
と
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

四
、
著
作
物
等
の
利
用
に
係
る
利
便
性
の
向
上
と
と
も
に
、
権
利
者
へ
の
適
切
な
対
価
還
元
を
図
る
本
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、



登
録
確
認
機
関
の
登
録
及
び
指
定
補
償
金
管
理
機
関
の
指
定
に
当
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
が
権
利
者
及
び
利
用
者
の
意
見

を
適
切
に
反
映
し
た
運
営
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。 

 

五
、
分
野
横
断
権
利
情
報
検
索
シ
ス
テ
ム
は
新
た
な
裁
定
制
度
に
お
い
て
権
利
者
の
探
索
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
踏

ま
え
、
政
府
は
、
分
野
横
断
権
利
情
報
検
索
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
当
た
っ
て
、
著
作
権
等
管
理
事
業
者
が
保
有
す
る
既
存
の

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
の
連
携
等
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
充
実
に
向
け
た
支
援
を
行
う
こ
と
。
そ
の
際
に
は
、
著
作
権
等
管
理
事
業
者

の
負
担
と
な
る
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。 

 

六
、
海
賊
版
に
よ
る
著
作
権
侵
害
に
対
す
る
損
害
賠
償
額
と
し
て
認
定
さ
れ
る
ラ
イ
セ
ン
ス
料
相
当
額
の
考
慮
要
素
の
明
確
化

に
つ
い
て
は
、
侵
害
行
為
の
抑
止
の
観
点
か
ら
、
損
害
賠
償
額
が
適
正
な
額
と
な
る
よ
う
制
度
の
趣
旨
の
周
知
を
図
る
こ
と
。 

 

七
、
海
賊
版
サ
イ
ト
に
つ
い
て
は
、
運
営
主
体
の
多
く
が
海
外
に
拠
点
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
取
締
り
に
当
た
っ
て

は
、
日
本
国
内
の
み
な
ら
ず
国
際
的
な
連
携
・
協
力
の
強
化
な
ど
、
海
外
で
の
不
正
流
通
防
止
に
向
け
た
対
策
に
積
極
的
に

取
り
組
む
こ
と
。 

 

八
、
メ
タ
バ
ー
ス
や
非
代
替
性
ト
ー
ク
ン
（
Ｎ
Ｆ
Ｔ
）
等
、
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
（
Ｄ
Ｘ
）
の
進
展
が
著

作
物
等
の
創
作
・
流
通
・
利
用
を
取
り
巻
く
環
境
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
著
作
物
等
の
一
層
の
利

用
の
円
滑
化
及
び
そ
れ
に
伴
う
著
作
権
者
の
権
利
保
護
の
在
り
方
等
、
著
作
権
制
度
の
議
論
を
加
速
さ
せ
る
こ
と
。 

 

九
、
Ｄ
Ｘ
の
進
展
に
よ
り
、
著
作
物
の
創
作
又
は
利
用
を
本
来
の
職
業
と
し
な
い
者
が
著
作
物
の
提
供
者
あ
る
い
は
著
作
物
の



利
用
者
と
な
る
機
会
が
増
え
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
著
作
権
等
に
関
す
る
法
律
知
識
の
周
知
や
契
約
実
務
の
補
助
と
な
る
マ
ニ

ュ
ア
ル
等
の
普
及
に
努
め
る
こ
と
。 

 

十
、
Ａ
Ｉ
技
術
の
進
展
に
よ
り
、
他
者
の
著
作
物
を
使
用
し
た
創
作
物
が
容
易
に
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、

著
作
者
の
権
利
の
保
護
に
向
け
た
取
組
・
体
制
の
強
化
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
生
成
Ａ
Ｉ
の
開
発
と
利
用
が
急
速
に
進
む
中
、

そ
の
学
習
行
為
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
著
作
物
に
つ
い
て
、
著
作
権
者
の
許
諾
が
必
要
と
さ
れ
る
著
作
権
法
第
三
十
条
の
四

に
お
け
る
「
著
作
権
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
」
の
解
釈
の
更
な
る
明
確
化
、
権
利
者
側
に
対
価
を
還

元
す
る
仕
組
み
の
整
備
等
を
求
め
る
声
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
生
成
Ａ
Ｉ
を
め
ぐ
る
著
作
権
法
上
の
諸
課
題
に
つ
い
て
議

論
を
進
め
る
こ
と
。
加
え
て
、
著
作
権
に
対
す
る
意
識
の
醸
成
及
び
教
育
機
会
の
更
な
る
充
実
を
図
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


